
標準的な申請方法フロー図【事前審査型】

依頼書 ※認定申請の前に審査機関※１で技術的

基準への適合性についての「事前審査」を

適合証 受けて下さい。（審査の効率化を図るため）

認定申請

※必ず工事着手前に申請して下さい。

審査

※宇治市が行います。

※１

○住宅のみの用途に供する建築物又は複合建築物における住戸が認定対象の場合

・登録建築物調査機関

・登録住宅性能評価機関

○上記以外の建築物が認定対象の場合

・登録建築物調査機関

・指定確認検査機関であり、かつ、登録住宅性能評価機関

申請者

宇治市

民間機関による審査

申請者へ認定の通知


